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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（開示前における自社のウェブサイト等での会

社情報の取扱い） 

 

第４１３条の２ 上場会社は、第４０２条から第

４１１条の２までの規定に基づき開示が求めら

れる会社情報についてインターネットを利用し

て公衆による閲覧ができる状態に置こうとする

ときは、次条の定めるところにより当該会社情

報が開示された時以後にこれを行うものとす

る。ただし、アクセス制御機能（不正アクセス行

為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２

８号）第２条第３項に規定するアクセス制御機能を

いう。）を付加するなど公衆による当該会社情

報の開示前の閲覧を制限するための措置を講じ

る場合は、この限りでない。 

（新設） 

  

（会社情報に係る照会事項の報告及び開示） （会社情報に係る照会事項の報告及び開示） 

第４１５条 （略） 第４１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２条の規定は、前項の規定に基づく開示に

ついて準用する。 

３ 前条の規定は、前項の規定に基づく開示につ

いて準用する。 

４ （略） ４ （略） 

  

（開示内容の変更又は訂正） （開示内容の変更又は訂正） 

第４１６条 （略） 第４１６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第４１３条から第４１４条までの規定は、前

２項の規定に基づく開示について準用する。 

３ 第４１３条及び第４１４条の規定は、前２項

の規定に基づく開示について準用する。 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示） （上場ＥＴＦに関する情報の開示） 

第１１０７条 （略） 第１１０７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条か

ら第４１４条まで及び第４１６条の規定は、第

６ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条、

第４１４条及び第４１６条の規定は、第２項及
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２項及び第３項の規定に基づく開示について、

第４１５条及び第４１７条の規定は、第１項に

規定する者についてそれぞれ準用する。 

び第３項の規定に基づく開示について、第４１

５条及び第４１７条の規定は、第１項に規定す

る者について準用する。 

  

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示） 

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示） 

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条か

ら第４１４条まで及び第４１６条の規定は、前

各項の規定に基づく開示について、第４１５条、

第４１７条及び第４４３条の規定は、上場不動

産投資信託証券の発行者等についてそれぞれ準

用する。 

６ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条、

第４１４条及び第４１６条の規定は、前各項の

規定に基づく開示について、第４１５条、第４

１７条及び第４４３条の規定は、上場不動産投

資信託証券の発行者等についてそれぞれ準用す

る。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年６月２９日から施

行する。 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開

示） 

（上場ベンチャーファンドに関する情報の開

示） 

第１３１２条 （略） 第１３１２条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条か

ら第４１４条まで及び第４１６条の規定は、前

各項の規定に基づく開示について、第４１５条、

第４１７条及び第４４３条の規定は、上場ベン

チャーファンド発行者等についてそれぞれ準用

する。 

８ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条、

第４１４条及び第４１６条の規定は、前各項の

規定に基づく開示について、第４１５条、第４

１７条及び第４４３条の規定は、上場ベンチャ

ーファンド発行者等についてそれぞれ準用す

る。 

  

（上場カントリーファンドに関する情報の開

示） 

（上場カントリーファンドに関する情報の開

示） 

第１４１０条 （略） 第１４１０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条か

ら第４１４条まで及び第４１６条の規定は、前

３項の規定に基づく開示について、第４１５条

及び第４４３条の規定は、上場カントリーファ

ンドに係るカントリーファンド発行者等につい

てそれぞれ準用する。 

４ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条、

第４１４条及び第４１６条の規定は、前３項の

規定に基づく開示について、第４１５条及び第

４４３条の規定は、上場カントリーファンドに

係るカントリーファンド発行者等についてそれ

ぞれ準用する。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１６日から施

行する。 

 

  

 
 
※ この改正は、本年４月２６日に公表いたしました「株式会社大阪証券取引所との現物市場の統合に伴う

業務規程等の一部改正について」において一部改正する有価証券上場規程の内容を改正するものです。 
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（ディスクロージャー） （ディスクロージャー） 

第１１７条 （略） 第１１７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 上場会社は、次条から第１２３条まで、第１

２５条から第１２７条まで及び第１２９条の規

定に基づき開示が求められる会社情報について

インターネットを利用して公衆による閲覧がで

きる状態に置こうとするときは、第２項の定め

るところにより当該会社情報が開示された時以

後にこれを行うものとする。ただし、アクセス

制御機能（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成１１年法律第１２８号）第２条第３項に

規定するアクセス制御機能をいう。）を付加する

など公衆による当該会社情報の開示前の閲覧を

制限するための措置を講じる場合は、この限り

でない。 

（新設） 

 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年６月２９日から施

行する。 
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